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規模の大小を問わず、多くの企業のお客様が、弊所を顧問弁護士事務所としてご依頼くださっています。契約書や社内規則の作成・修正、コンプライアンスに関するご相談、訴訟、

紛争対応など、ご遠慮なく、info＠imazulaw.com 又は代表電話（☎03-5224-3235）へご連絡頂ければ幸いです。発行日: 令和７年４月１７日 発行元: 弁護士法人今津法律事務所  所在

地:東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 8 階 当レターがご不要である方は、大変お忙しいところ恐れ入りますが、info＠imazulaw.com へご連絡頂ければと存じます。 

 

Ｑ 

取
引
条
件
と
し
て
何
を
明
示
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
か
？
（
「
３
条
通
知
」
） 

Ａ 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
対
し
業
務
委
託
を

す
る
場
合
は
、
直
ち
に
書
面
又
は
メ
ー
ル

等
で
、
①
給
付
内
容
、
②
報
酬
額
、
③
支

払
期
日
、
④
業
務
委
託
事
業
者
・
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
の
名
称
、
⑤
業
務
委
託
を
し
た

日
、
⑥
給
付
を
受
領
す
る
日
・
場
所
、
⑦

検
査
完
了
日
等
の
項
目
を
明
示
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
下
請
法
の

３
条
書
面
の
必
要
記
載
事
項
と
同
じ
で

す
。 

 

Ｑ 

報
酬
支
払
期
日
は
い
つ
ま
で
に
設
定

す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？ 

Ａ 

給
付
の
受
領
日
か
ら
６
０
日
以
内
の

期
日
を
定
め
、
そ
の
期
日
ま
で
に
支
払
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
再
委
託
の

場
合
、
元
委
託
者
か
ら
の
支
払
期
日
か
ら

３
０
日
以
内
の
期
日
を
定
め
る
こ
と
も
可

能
で
す
。
こ
の
場
合
、
３
条
通
知
に
お
い

て
、
再
委
託
で
あ
る
旨
等
を
明
示
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

あ
り
ま
す
。 

 

 

令
和
６
年
１
１
月
に
施
行
さ
れ
た
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
形
式

で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
全
２

回
程
度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ 

な
ぜ
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
が
制
定
さ
れ

た
の
で
す
か
。 

Ａ 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
い
う
働
き
方
が
普

及
す
る
一
方
で
、
報
酬
の
未
払
い
、
一
方

的
な
契
約
内
容
の
変
更
等
に
関
す
る
相
談

事
例
も
増
加
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
背
景
に
は
、
従
業
員
を
使
用
せ
ず

一
個
人
と
し
て
業
務
委
託
を
受
け
る
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
と
、
組
織
た
る
発
注
事
業
者

と
の
間
に
は
、
交
渉
力
や
情
報
収
集
力
の

格
差
が
生
じ
や
す
い
こ
と
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
下
請
法
に
倣
っ
た

取
引
の
適
正
化
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
体
制
等
の
労
働

法
類
似
の
規
律
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
就
業
環
境
を
整
備

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。 

Ｑ 
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
」
と
は
？ 

Ａ 

こ
こ
で
い
う
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
」

と
は
、
①
事
業
者
か
ら
業
務
委
託
を
受

け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
、
②
個
人
一

人
で
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
、
と

い
う
２
つ
の
要
件
を
満
た
す
者
を
意
味

し
ま
す
。
な
お
、
法
人
で
あ
っ
て
も
、

他
の
役
員
や
従
業
員
が
お
ら
ず
、
一
人

で
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
「
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
」
に
該
当
し
ま
す
。 

 

Ｑ 

下
請
法
と
の
違
い
は
？ 

Ａ 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
は
、
下
請
法
よ

り
適
用
範
囲
が
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

下
請
法
は
、
発
注
事
業
者
の
資
本
金

が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
に
し

か
適
用
さ
れ
ず
、
ま
た
、
発
注
事
業
者

が
自
ら
用
い
る
役
務
（
自
家
利
用
役

務
）
の
委
託
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
に
は

資
本
金
の
要
件
が
な
く
、
ま
た
、
同
法

は
自
家
利
用
役
務
の
委
託
に
も
適
用
さ

れ
ま
す
。 

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー 

弁
護
士
法
人

今
津
法
律
事
務
所 

 

育
児
・介
護
休
業
法
の
改
正 

本
年
４
月
か
ら
段
階
的
に
施
行
さ
れ
た

育
児
・
介
護
休
業
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 

◆
子
の
看
護
休
暇
の
見
直
し 

 

従
来
、
看
護
休
暇
の
対
象
は
、
小
学
校

就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
限
定

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
、
子

の
範
囲
が
小
学
校
３
年
修
了
前
ま
で
拡
大

し
ま
し
た
。
ま
た
、
取
得
事
由
に
、
感
染

症
に
伴
う
学
級
閉
鎖
や
入
学
式
・
卒
園
式

へ
の
参
加
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
就
業
規
則
の

見
直
し
が
必
要
で
す
。
な
お
、
「
看
護
休

暇
」
は
「
看
護
等
休
暇
」
と
名
称
が
変
更

さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
勤
続
６
か
月
未
満
の
労
働
者

を
、
労
使
協
定
に
基
づ
い
て
看
護
等
休
暇

の
取
得
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
た
め
、
労
使
協
定
の
内
容
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

◆
残
業
免
除
の
対
象
拡
大 

従
前
は
、
残
業
免
除
の
対
象
は
、
３
歳

未
満
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
限
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
、
小
学
校

就
学
前
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
ま
で
拡

大
さ
れ
た
た
め
、
就
業
規
則
の
見
直

し
が
必
要
で
す
。 

 ◆
育
休
取
得
状
況
の
公
表
義
務
拡
大 

育
休
取
得
状
況
の
公
表
義
務
の
対

象
が
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
数
１

０
０
０
人
超
の
企
業
か
ら
、
３
０
０

人
超
の
企
業
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。
新
た
に
公
表
義
務
の
対
象
と
な

る
場
合
は
、
初
回
公
表
期
限
を
確
認

し
、
育
休
取
得
割
合
の
計
算
方
法
等

を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 ◆
介
護
休
暇
の
見
直
し 

 

看
護
休
暇
の
見
直
し
と
同
様
、
勤

続
６
か
月
未
満
の
労
働
者
を
、
労
使

協
定
に
基
づ
い
て
介
護
休
暇
の
取
得

対
象
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。
勤
続
６
か
月
未
満
の
労

働
者
を
労
使
協
定
で
除
外
し
て
い
た

場
合
は
、
労
使
協
定
の
再
締
結
・
就

業
規
則
の
見
直
し
が
必
要
で
す
。 

 

◆
個
別
の
意
向
確
認
等
の
義
務
化 

 

事
業
主
は
、
介
護
に
直
面
し
た
旨

の
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、

介
護
休
業
制
度
の
内
容
等
を
個
別
に

 

時
事
ニ
ュ
ー
ス
～
戸
籍
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
記
載
～ 

 

戸
籍
法
の
一
部
改
正
を
含
む
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
、
本
年
５
月
２
６
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。 

 

従
前
、
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
は
戸
籍
上
公
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
改
正
法
の
施
行
に
よ
り
、
戸
籍
の

記
載
事
項
に
、
新
た
に
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が
追
加
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
施
行
日
か
ら
順
次
、
本
籍
地
の

市
区
町
村
長
か
ら
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
予
定
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が
通
知
さ
れ
る
た
め
、
通
知
内
容
の
確
認

が
必
要
で
す
。
も
し
通
知
に
記
載
さ
れ
た
フ
リ
ガ
ナ
が
誤
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
届
け
出
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
通
知
の
内
容
が
正
し
い
場
合
は
、
届
出
を
し
な
く
て
も
、
令
和
８
年
５
月
２
６
日
以
降
、
通
知
に
記

載
さ
れ
た
フ
リ
ガ
ナ
が
そ
の
ま
ま
戸
籍
に
記
載
さ
れ
ま
す
。 

平
素
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
１
回
目
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
お
届
け
致
し

ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
所
だ
け
、
ご
笑
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

弁
護
士  

今
津  

泰
輝 

周
知
し
、
介
護
休
業
の
取
得
の
意
向
確

認
を
す
る
こ
と
が
、
義
務
付
け
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
本
年
１
０
月
よ
り
、
妊

娠
・
出
産
を
申
し
出
た
労
働
者
に
対

し
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
に
関
す
る
個

別
の
意
向
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
意
向
に
配
慮
す
る
こ
と
が
、
事
業
主

の
義
務
と
な
り
ま
す
。 

事
業
主
と
し
て
は
、
申
出
や
意
向
確

認
の
方
法
を
就
業
規
則
で
定
め
る
等
の

対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

◆
働
き
方
の
柔
軟
化
措
置
の
新
設 

 

事
業
主
は
、
３
歳
か
ら
小
学
校
就
学

前
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
対
し
、

①
始
業
時
刻
等
の
変
更
、
②
テ
レ
ワ
ー

ク
（
月
１
０
日
以
上
）
、
③
保
育
施
設

の
設
置
運
営
等
、
④
養
育
両
立
支
援
休

暇
の
付
与
（
年
１
０
日
以
上
）
、
⑤
短

時
間
勤
務
制
度
の
う
ち
、
２
つ
以
上
の

措
置
を
選
択
し
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
措
置
は
本
年
１
０
月
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
自
社
の
状
況
に
応

じ
て
講
じ
る
措
置
を
選
択
す
る
と
と
も

に
、
当
該
措
置
の
個
別
周
知
・
意
向
確

認
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

    

弁護士法人 

今津法律事務所 
IMAZU LAW OFFICES 

〒100-0004 

東京都千代田区 

大手町 1-6-1 

大手町ビル 8 階 

☎ 03– 5224- 3235 

info＠imazulaw.com 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
法
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
① 

 

弊所弁護士今津及び坂本が執筆した

「スムーズに進行するために「株主総

会」の準備・運営にまつわるＱ＆Ａ」が

掲載された「企業実務」（2025 年 4 月号

／No.900）が日本実業出版社より出版さ

れました。 

非上場企業における株主総会を対象と

して、株主総会の準備・運営における実

務上のポイントを、Ｑ＆Ａ形式で解説し

ております。皆様のご参考となれば幸い

です。 

 

 

 

セミナー動画配信予定のご案内 

弊所弁護士今津及び坂本が、4月 22日

及び 23日開催、AIG損害保険(株)様主催

の「最近の法改正概観」Web セミナーの

講師を務めさせて頂く予定です。 

本セミナーにつきましては、近日中に

当所のお客様に対しまして、動画配信を

開始させて頂く予定です。詳細は個別に

ご案内いたしますので、ぜひお申込み頂

けますと幸いです。 


